
 

 

 

 

王寺町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画 

における策定委員会の役割について 

 

 

 

１ 趣旨 

 

 「介護保険事業計画」は、介護保険法に基づき、保険者である市町村が策定

する計画で、サービスの基盤整備や介護サービスの年度ごとの予測見込量など

について定めるものです。 

 この計画によって介護保険事業の財政規模が決定し、その給付を支えるため

に必要となる介護保険料の基準額を算出することになります。 

 「高齢者福祉計画」は、老人福祉法に基づき市町村が策定する計画で、高齢

者福祉事業の量の見込み及びその方策などを定めるものです。 

 介護保険法及び老人福祉法においては、これら２つの計画は一体のものとし

て作成されなければならないとされていることから、王寺町においても「介護

保険事業計画及び高齢者福祉計画」として一体的に策定するものです。 

 なお、介護保険事業計画は３年ごとに見直すことが介護保険法に定められて

います。 

この策定委員会は、令和６年度から令和８年度までの３年間の第 9 期計画を

策定するにあたって、幅広い関係者の協力を得て、地域の課題や目指すべき方

向性を共有し、地域の実情に応じたものとすることが重要となることから、そ

の課題等の検討を行うために設置された委員会です。 

  

 

２ 策定委員 

 

●町議会議員（1名） 

●関係施設の代表（3名） 

●関係団体の代表（5名） 

●学識経験を有する者（2名） 

●公募による住民（1名）  の 1２名で構成されます。 

資料 １ 

 


